
 

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく 

静岡大学一般事業主行動計画 

 

 静岡大学では、仕事と生活のバランスを重視して、働きやすく充実感を感じられる職

場環境を整えることによって、教職員が仕事と子育てを両立させることができ、また、

すべての教職員がその能力を十分に発揮できるよう、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和７年４月１日～令和１０年３月３１日までの３年間 

 

２．内容：以下の通り 

（１）次世代育成支援対策推進法「雇用環境の整備に関する事項」 

   女性活躍推進法「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」 

目標１ 子どもが生まれる際の男性教職員の休暇取得、育児休業の取得を促進し、男性教

職員の育児休業（育児目的休暇を含む）取得率を５０％以上とする。 

＜対策＞ 

●令和７年４月～ 

・さまざまな媒体を活用して制度の周知を行い、男性教職員の休暇取得を促進し、育児休

業を取得できることや配偶者と交互に育児休業の取得が可能であることなど、制度の周

知を行い、男性を含めた教職員の育児休業の取得を促進する。 

 

目標２ 出産・育児・介護に係る休暇など諸制度についてわかりやすく教職員へ周知し、

制度の利用促進を図る。 

＜対策＞ 

●令和７年４月～ 

・育児、介護休暇制度等の説明会を開催するとともに、リーフレットなどを通じて制度の

周知徹底を行い、教職員の利用を促す。 

 

目標３：働き方の見直しに資する多様な労働条件を整備し、諸制度の利用を促進する。  

＜対策＞ 

●令和７年４月～ 

・在宅勤務制度の周知徹底を図る。 

・子どもの学校行事への参加のための休暇制度を導入する。 



・一斉休業による年次有給休暇の計画的な付与などにより、年次有給休暇の取得を促進す

る。 

 

目標４：ワークライフバランスを推進し、職場優先・固定的性別役割分担の意識を是正す

るため、情報提供と意識啓発を行う。 

 ＜対策＞ 

●令和７年４月～ 

・意識改革を促進するため、啓発活動（セミナー等の開催、ニュースレターの発行、ホー

ムページでの情報発信等）を行う。 

・新規採用される教員のうちメンターの配置を希望する者にメンターを配置し、教育研究

と生活の調和の面で新規採用教員に対する支援の充実を図る。 

・新規採用される職員に対し、新任職員研修等において、ワークライフバランスを図りつ

つ自らのキャリアを形成できるよう情報を提供する。 

 

（２）女性活躍推進法「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」  

目標５：女性教員（常勤教員）の比率について２０％以上に向上させる。 

＜対策＞ 

●令和７年４月～ 

・女性教員比率目標達成を意識した採用人事計画を全学体制で立案し、実施する。 

・教員公募への女性応募者増加、及び職場への女性教員定着のための方策を企画し、実施

する。 

・子育てや介護、両住まいなど、女性教員に職業継続・職場定着の困難を生じさせる諸課

題の改善に取り組み、環境を整備する。 

 

 

 


